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2018年がスタートした。医療・介護・福祉分野では、事業者向けの報酬改定など様々な制度改正が

予定されているため、一斉に見直し時期が到来することを指して「惑星直列」と呼ぶ向きもあるなど、

一つの節目の年になるのは間違いない。 

このうち、医療保険制度については、自営

業者らを想定した市町村国民健康保険（国保）

の財政運営が 2018 年度から都道府県単位に

変わる。 

しかも歴史を振り返ると、都道府県単位化

に限らず、2018 年は国保にとって、いくつか節目の年となる。【表】の通り、最初の国民健康保険法

（国保法）が制定されたのは 80年前（実は厚生労働省の前身、厚生

省が内務省から分離したのも 80年前になる）であり、戦後に新しい

国保法が制定されたのも 70年前となる。さらに、国民皆保険を決定

付けた改正国保法の成立は 60年前、都道府県の財政負担を初めて導

入した制度改正は 30年前である。以下、都道府県単位化という大改

革といくつかの節目を控えた国保の在り方を考えることで、今後の

医療・介護の方向性を手短に考えたい。 

「相扶共済」。埼玉県越谷市役所の一角に、こんな石碑が建ってい

る【写真】。この四文字は「相互に助け合い、力を合わせること」と

いう意味であり、現在の国保法では使われていないが、1938年に制

定された最初の国保法に使われていた文言である。そして、この石

碑は国保発足 10周年を期して 1948年に建てられ、「国保発祥の地」の一つであることを示している。 

では、なぜ国保発祥の地が越谷にあるのか。この問いを解く上では、時代背景を踏まえる必要があ

る。当時、内務省は農村の衛生環境を改善するため、主に農民を対象とした公的医療保険制度を検討

していた。既に勤め人を対象とした健康保険法が誕生していたが、農民（及び自営業者や都市部の低
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所得者）には公的医療保険が整備されておらず、病気になっても医師に行けなかったり、医療費が生

活を圧迫したりしていた。さらに、1929年の世界大恐慌は農村経済に大打撃を与え、一家離散や娘の

身売りなどが相次ぎ、2・26 事件で青年将校が決起する一因となった（筒井清忠『二・二六事件と青

年将校』）。そこで国としても農村の支援策を迫られ、農村の助け合いをベースとした公的医療保険制

度を準備したのである。 

 だが、これは世界的にも例を見ない制度であり、「果たしてうまくいくのか」と不安視する向きが多

く、財政当局の理解も得られなかった。そこで、内務省は「（注：国保が）農村社会の本来の性質に適

合しているならば、既にこの種の事業を行っているところが存在する」（国民健康保険協会『国民健康

保険小史』）という仮説の下、医療問題に取り組む地域独自の動きがないか全国各地を調査した。 

調査で把握した事業の一つが九州地方の「定礼」（じょうれい）。これは地元住民が医師確保のため

に資金を出し合う取り組みであり、古くは江戸期までさかのぼることが分かった（定礼に由来した国

保発祥地の石碑が福岡県福津市にあるが、筆者は未訪問である）。 

さらに、越谷市（旧越ヶ谷町）でも独自の取り組みが進んでいた。地元有志が「越ヶ谷順正会」と

いう組織を発足させ、資金を出し合うことで医療費の軽減など地域の医療問題を解決しようとしてい

たのである。そこで、「どうしても我々の案による実例を示したい」（『国民健康保険小史』に出ている

内務省官僚の回顧）と考えた内務省は順正会を支援・育成を図ることにした。 

内務省が注目したのは越谷に限らなかった。国保発祥地の石碑が山形県戸沢村（旧角川村）にもあ

る（こちらも筆者は未訪問である）通り、順正会や角川村の組合など 12事業をモデル事業に指定した

のである。そして、こうした各地の事例や成功は内務省にとって心強い存在となり、最初の国保法が

1938年に成立した。国保発祥地を示す石碑の一つが越谷に建っている理由はここにある。 

その後、いったん戦局の悪化と敗戦で崩壊状態になったが、1948年に新しい国保法が制定され、1958

年の国保法改正で 1961年からの「国民皆保険」実施が決まった。こうした歴史を見ると、越谷の石碑

は国民皆保険に至る歴史が刻み込まれていると言えるかもしれない。 

 だが、国保の「物語」はこれにとどまらない。会社を退職した高齢者が国保に多く流入するように

なり、財政赤字が恒常化。1980年代以降は国の財政も悪化し、国の財政支援を増やす選択肢が難しく

なった。そこで、都道府県の財政負担を導入する制度改正が 1980年前半から模索されるようになり、

30 年前の 1988 年度から都道府県の財政負担が導入された。この制度改正は財政支出の増大を嫌がる

全国知事会の反対に遭ったのだが、いくつかの制度改正を経て都道府県の役割は少しずつ増大し、2018

年度からの都道府県単位化は 30年来の制度改正を積み重ねた一つの到達点と言える。 

しかし、住民が保険料を出し合うことで病気やケガのリスクをシェアするという国保の本質は変わ

らない。根底にある精神は「地域で相互に助け合い、力を合わせること」。つまり「相扶共済」であり、

地域医療構想や地域包括ケア、「我が事・丸ごと」地域共生社会など「地域」の名前を冠した様々な政

策が進んでいる現在も十分に通じる考え方である。 

財政運営が都道府県単位化しても、高齢者や非正規雇用者を多く受け入れている国保の構造と財政

問題が根本的に解決するわけではないが、国保の歴史に残る大きな制度改正と様々な「節目」を迎え

る今年。地域発の「相扶共済」から始まった国保の歴史を振り返ることは今後の医療・介護を考える

上で一つの示唆を与えてくれるかもしれない。 


